
　

平
成
22
年
度
は
、
次
の
選
挙
が

予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

○
参
議
院
議
員
通
常
選
挙（
７
月

25
日
任
期
満
了
）

○
長
野
県
知
事
選
挙（
８
月
31
日

任
期
満
了
）と
県
議
会
議
員
補

欠
選
挙（
現
在
、
佐
久
市
・
北
佐

久
郡
選
挙
区
は
１
名
欠
員
）の

同
日
選
挙

○
御
代
田
町
長
選
挙（
平
成
23
年

２
月
27
日
任
期
満
了
）

投
票
日
に
は
、
み
ん
な
が
投
票
に

行
き
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
先

　

町
選
挙
管
理
委
員
会（
内
線
56
）

「
選
挙
」は
私
た
ち
一人
ひ
と
り
の

た
め
に
そ
し
て
み
ん
な
の
た
め
に御代田南小学校４年 柳澤 楓さんの作品

平
成
21
年
度
明
る
い
選
挙
啓
発

ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル
入
選
作
品

　

さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
本
人
確
認

書
類
の
提
示
を
求
め
ら
れ
る
ケ
ー

ス
が
増
え
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、

役
場
に
お
い
て
は
住
民
票
の
写
し

な
ど
の
交
付
請
求
を
す
る
と
き
や

戸
籍
の
届
出
の
際
に
必
要
と
な
り

ま
す
。

　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
以
下

住
基
カ
ー
ド
）は
、
運
転
免
許
証

な
ど
の
公
的
な
証
明
書
を
お
持
ち

で
な
い
方
に
最
適
で
す
。

　

住
基
カ
ー
ド
の
申
請
時
に
は
、

印
鑑
・
免
許
証（
保
険
証
な
ど
）・

顔
が
は
っ
き
り
分
か
る
証
明
写
真

（
無
い
場
合
は
役
場
で
撮
影
可
）を

住
民
係
へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
交

付
ま
で
に
は
10
日
ほ
ど
か
か
り
ま

す
。
平
成
23
年
３
月
31
日
ま
で
御

代
田
町
で
は
住
基
カ
ー
ド
発
行
手

数
料（
５
０
０
円
）が
無
料
と
な
っ

て
い
ま
す
。

※
な
お
、
本
年
２
月
よ
り
東
京
の

一
部
自
治
体
で
は
、
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
に
お
い
て
住
基

カ
ー
ド
を
使
っ
て
住
民
票
の
写

し
な
ど
の
取
得
が
可
能
に
な
り

ま
し
た
が
、
御
代
田
町
住
基

カ
ー
ド
で
は
ご
利
用
で
き
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
課
住
民
係（
内
線
72
・
46
）

〔
み
ん
な
が
持
て
る
証
明
書
〕

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

　これは、「児童福祉週間」の標語で、11歳の児童のア
イデアです。暖かくて希望がある言葉ですね。
毎年5月5日の「こどもの日」から1週間を「児童福祉週
間」と定めています。
　御代田町は、ひだまりに子どもたちがのびのび育つ
町を目指し、次世代育成支援行動計画をたて、安心・ぬ
くもりの子育てができる町づくりを進めています。

　●子どもが健やかに成長するための教育環境の整備
　●母子の健康の確保と増進
　●子どもの安全確保
　●地域における子育ての支援
　●子どもを守るきめ細かな取り組み
　●子育てを支援するまちづくり

　仕事と子育てとの両立の推進を基本にそれぞれの取
り組みをする中で、核家族化の進行により地域のつな
がりが希薄化しており、子育て中の親同士、世代を超
えた人と人の結びつきが得られるような機会が必要と
されています。
　そこには、児童館などの行事とともに、地域の皆さ
んのそれぞれの力が必要になります。子どもの見守り、
親の相談相手、行事への参加、ボランティア活動など
子育て支援への一人ひとりの小さな取り組みが健全育
成の大きな力となり、子育ち、親育ちができていきます。
　町の子育て家庭の笑顔が絶え間なくあふれるように
していくため、地域の皆さん少しだけお力を貸してく
ださい。

問い合わせ先　町民課こども係（内線47・74）

地球はね 笑顔がつまった星なんだ

　学生納付特例制度は、在学期間中の国民年金保険料
を猶予する制度です。大学（大学院）、短大、高等学校、
高等専門学校、専修学校等に在学する20歳以上の人で、
学生本人の所得が118万円以下の人が対象になります。

手続方法
　保健福祉課健康推進係（旧人権啓発センター2階）ま
たは、小諸年金事務所で手続きが行えます。
手続きには学生証の写しまたは在学証明書と印鑑が必
要になります。
※前年の所得を確認するため、申請は毎年行ってくだ
さい。

どんなメリットが？
メリット❶
　在学期間中のけがや病気などで障害が残ったり、死
亡したりといった万が一のときに障害基礎年金の受
給資格が発生します。
メリット❷
　国民年金の納付の時効は2年間ですが、学生納付特
例の承認を受けた期間は、承認されてから10年間
保険料を納めること（追納）ができます。
　※老齢基礎年金を受給するためには、年金資格期間
（保険料納付期間、免除・猶予承認期間など）が25
年以上（満額受給するためには40年以上の保険料
納付期間）が必要です。

問い合わせ先　保健福祉課健康推進係　（32）2554
　　　　　　　小諸年金事務所　    （22）1080

学生納付特例制度のお知らせ
20歳以上の学生で国民年金に加入している皆さんへ

みよた広報 やまゆりみよた広報 やまゆり55月号 月号 （（1212））　　
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採
用
職
種　

看
護
職
員

試
験
区
分　

中
級

採
用
人
員　

若
干
名

勤
務
機
関

　

佐
久
広
域
老
人
ホ
ー
ム

　
　

勝
間
園
、
美
ノ
輪
荘
、
豊
昇

園
、
塩
名
田
苑

　

佐
久
広
域
救
護
施
設

　
　

清
和
寮

受
験
資
格

　

昭
和
34
年
４
月
２
日
〜
平
成
元

年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
、

准
看
護
師
、
看
護
師
の
資
格
を

有
す
る
方
。

※
現
在
、
佐
久
地
域
広
域
市
町
村

圏
内
の
医
療
機
関
、
施
設
に
正

規
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
る

方
は
原
則
と
し
て
受
験
で
き
ま

せ
ん
。
ま
た
、
欠
格
事
項（
詳

し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
）に
該
当
す
る
方
は
受
験
で

き
ま
せ
ん
。

給
料
お
よ
び
手
当
て

　

佐
久
広
域
連
合
条
例
等
の
定
め

に
よ
り
支
給
。

試
験
日
お
よ
び
試
験
場
所

　

７
月
25
日（
日
）

　

佐
久
広
域
連
合　

会
議
室

受
験
手
続
方
法

　

試
験
申
込
書
を
佐
久
広
域
連
合

事
務
局
で
交
付
し
ま
す
。
郵
便

お
知
ら
せ

佐
久
広
域
連
合
職
員
採
用
試
験

に
よ
る
試
験
申
込
書
の
請
求
は
、

宛
先
を
明
記
し
た
角
２
形
封
筒

に
１
２
０
円
分
の
切
手
を
貼
り

請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類

•
試
験
申
込
書

•
最
終
学
校
の
学
業
成
績
証
明
書

•
受
験
資
格
に
免
許
を
有
す
る
方

は
免
許
証
の
写
し

　

以
上
を
佐
久
広
域
連
合
事
務
局

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
受
付
期
間

　

５
月
20
日（
木
）〜

 
６
月
17
日（
木
）

　

土
日
祝
日
を
除
き
午
前
８
時
30

分
〜
午
後
５
時
15
分（
郵
送
の

場
合
は
、
６
月
17
日
ま
で
の
消

印
が
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付

け
ま
す
。）

※
個
人
情
報
は
、
試
験
の
た
め
に

必
要
な
範
囲
内
で
利
用
し
ま
す

の
で
ご
承
知
く
だ
さ
い
。

申
込
場
所
・
問
い
合
わ
せ
先

　

佐
久
広
域
連
合
事
務
局

　
　

庶
務
課
庶
務
係

　

〒
３
８
５

－

０
０
４
３

　

佐
久
市
取
出
町
１
８
３
番
地

　

 

０
２
６
７（
62
）７
７
２
１

　

倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
る
離
職

（
特
定
受
給
資
格
者
）や
雇
い
止
め

な
ど
に
よ
る
離
職（
特
定
理
由
離

職
者
）を
さ
れ
た
方
は
４
月
か
ら

国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減
さ
れ
ま

す
。

対
象
者

　

離
職
の
翌
日
か
ら
翌
年
度
末
ま

で
の
期
間
に
お
い
て
、

①
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者

（
例
：
倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
る

離
職
）

②
雇
用
保
険
の
特
定
理
由
離
職
者

（
例
：
雇
い
止
め
な
ど
に
よ
る
離

職
）

と
し
て
失
業
な
ど
の
給
付
を
受
け

る
方
で
す
。

＊
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離

職
理
由
が
11
、
12
、
21
、
22
、

23
、
31
、
32
、
33
、
34
に
該
当

さ
れ
る
方

＊
高
年
齢
受
給
資
格
者
及
び
特
例

受
給
資
格
者
の
方
は
対
象
と
な

り
ま
せ
ん

軽
減
額
は
？

　

国
民
健
康
保
険
税
は
前
年
の
所

得
な
ど
に
よ
り
算
定
さ
れ
ま
す
。

軽
減
は
、
前
年
の
給
与
所
得
を
１

０
０
分
の
30
と
み
な
し
て
行
い
ま

す
。
具
体
的
な
軽
減
額
な
ど
は
、

解
雇
な
ど
に
よ
る
離
職
者
へ
の
国
保
税
の
軽
減
に
つ
い
て

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

軽
減
期
間
は
？

　

離
職
の
翌
日
か
ら
翌
年
度
末
ま

で
の
期
間
で
す
。

＊
雇
用
保
険
の
失
業
給
付
を
受
け

る
期
間
と
は
異
な
り
ま
す
。

＊
国
民
健
康
保
険
に
加
入
中
は
、

途
中
で
就
職
し
て
も
引
き
続
き

対
象
と
な
り
ま
す
が
、
会
社
の

健
康
保
険
に
加
入
す
る
な
ど
国

民
健
康
保
険
を
脱
退
す
る
と
終

了
し
ま
す
。

制
度
が
始
ま
る
前
の
失
業
は
対
象

外
で
す
か
？

　

制
度
が
始
ま
る
前
１
年
以
内

（
平
成
21
年
３
月
31
日
以
降
）に
離

職
さ
れ
た
方
は
、
平
成
22
年
度
に

限
り
国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。

＊
た
だ
し
、
平
成
21
年
度
の
保
険

税
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　
　

軽
減
を
受
け
る
に
は
申
請
が

必
要
で
す
。
制
度
の
詳
し
い
説

明
は
、
担
当
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

 

（
32
）２
５
５
４

　

税
務
課
住
民
税
係

 
（
32
）３
１
１
１（
内
線
49
）

　

長
野
県
労
働
委
員
会
は
、
労
働

者
個
人
と
事
業
主
間
の
ト
ラ
ブ
ル

を
解
決
す
る
た
め
の「
あ
っ
せ
ん
」

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

手
続
き
は
簡
単
・
無
料
で
、
労

使
双
方
が
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す

の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い（
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。）

ト
ラ
ブ
ル
の
例

•
会
社
か
ら
納
得
で
き
な
い
理
由

で
突
然
解
雇（
リ
ス
ト
ラ
）さ
れ
た
。

•
パ
ー
ト
で
働
い
て
い
る
が
、
何
の

説
明
も
な
く
時
給
を
下
げ
ら
れ
た
。

•
配
転
命
令
を
出
し
た
が
、
従
業

員
に
納
得
し
て
も
ら
え
な
い
。

あ
っ
せ
ん
と
は

　

原
則
と
し
て
、
公
益
委
員（
大

学
教
授
・
弁
護
士
な
ど
）、
労
働
者

委
員（
労
働
組
合
役
員
）、
使
用
者

委
員（
企
業
経
営
者
、
使
用
者
団

体
役
員
）、
事
務
局
職
員
の
４
者

で
構
成
す
る
あ
っ
せ
ん
員
が
、
労

使
双
方
の
主
張
を
確
か
め
、
場
合

に
よ
っ
て
は
あ
っ
せ
ん
案
を
示
し

な
が
ら
、
労
使
双
方
に
働
き
か
け
、

紛
争
の
自
主
的
解
決
を
援
助
す
る

制
度
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

長
野
県
庁
内

　

長
野
県
労
働
委
員
会
事
務
局

 

０
２
６

－

２
３
５

－

７
４
６
８

職
場
の
ト
ラ
ブ
ル
で
お
困
り
の

労
働
者・事
業
主
の
皆
さ
ま
へ

（（1313）） みよた広報 やまゆり みよた広報 やまゆり55月号月号


